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時　間 対象地区 指定場所
　９：３０～　９：３５ 小砂子 鈴木商店前
　９：４０～　９：４５ 小砂子 原田光明宅横（漁港線）
　９：５５～１０：００ 石　崎 越前鉄工所前
１０：０５～１０：２０ 石　崎 役場出張所前
１０：３０～１０：３５ 汐　吹 浜中バス停横
１０：４０～１０：４５ 汐　吹 汐吹愛宕神社前
１０：５０～１１：００ 扇　石 消防分団車庫前
１１：０５～１１：１０ 扇　石 谷口水産前
１１：１５～１１：２０ 木ノ子 佐藤美博宅前
１１：２５～１１：３５ 木ノ子 消防分団車庫前
１３：３０～１３：４５ 大　崎 大崎生活改善センター前
１３：５０～１４：００ 原　歌 原歌神社前
１４：０５～１４：１５ 上ノ国 上国寺向かい（漁港線）
１４：２０～１４：３０ 上ノ国 岩坂商店前
１４：３５～１４：４５ 上ノ国 矢代美智子宅前
１４：５０～１５：００ 上ノ国 勝山交流館前
１５：０５～１５：１５ 中央区 旧松原商店前
１５：２０～１５：３０ 中　崎 中崎駐車場
１５：３５～１５：４５ 向　浜 向浜生活改善センター前
１５：５０～１６：００ 北　村 北村コミュニティセンター前
１６：０５～１６：２０ 北　村 北村一区バス停横
　９：３０～　９：５０ 大　留 四海堂整骨院前
　９：５５～１０：００ 大　留 久末千里宅前
１０：０５～１０：２０ 大　留 大留生活改善センター前
１０：２５～１０：３０ 新　村 旧・新村児童館前
１０：３５～１０：４０ 中須田 赤石孝一宅前
１０：４５～１０：５５ 中須田 ゆいっこハウス前
１１：００～１１：０５ 豊　田 豊田生活改善センター前
１１：１０～１１：１５ 中須田 上ノ国葬儀社横
１１：２０～１１：２５ 小　森 秋田章夫宅前
１１：３０～１１：３５ 中須田 久末建設工業所前
１３：３０～１３：４０ 桂　岡 石川商店前
１３：４５～１３：５５ 桂　岡 旧ＪＲ桂岡駅前
１４：１０～１４：２０ 湯ノ岱 旧ＪＲ湯ノ岱駅前
１４：２５～１４：３５ 湯ノ岱 役場出張所前
１４：４０～１４：４５ 湯ノ岱 加賀定男宅前
１４：５０～１５：００ 神　明 旧ＪＲ神明駅前

登録および狂犬病予防注射日程表

５
月
１７
日
（
木
）

５
月
１８
日
（
金
）

犬の登録
●対　　象　生後３ヶ月以上のすべての犬
●登録手数料　３，０００円〔生涯に一度だけ必要です〕
狂犬病予防注射
●対　　象　町内で飼われているすべての犬
●注射料金　３，１１０円〔年１回必要です〕
　（注射済プレート代含む）

『下水道』に接続を
　下水道は、各家庭で発生する汚水を浄化施設で処理し、
河川へと放流する施備です。現在、町では住宅リフォーム
補助金を受け付けしており、下水道を含む水洗化工事も対
象となっていることから、下水道を新たに利用する方は大
変お得です。

★お問い合わせ　住民課 住民環境グループ

■申込・お問い合わせ　水道課上下水道グループ

愛犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに！愛犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに！

５月26日（土）および日・祝日は休日のため施設へのごみの受け入れはできません。
■お問い合わせ　南部桧山清掃センター（☎53－6301）

下水道が整備されていない地域の方、
　　　　　　合併浄化槽のご利用ができます。
　下水道が整備されていない地区では、合併処理浄化槽整
備事業を実施しています。合併処理浄化槽の設置は町が行
い、トイレなどの改修は個人で行うこととなりますが、補
助金が交付されますので、希望される方や詳細については
お問い合わせください。
注意：住宅リフォーム補助金と併用することはできません。

※合併浄化槽対象区域
膳棚、神明、湯ノ岱、宮越、早瀬、豊田、小森、向浜、
原歌、大崎、大安在、石崎、小砂子

介護予防事業介護予防事業に係るに係る把握調査把握調査へへご協力ご協力をを
　介護予防事業とは、閉じこもり等何らかの支援を要する人を把握し、
介護予防活動へつなげ、地域において自立した日常生活を営むことが
できるよう支援することを目的に実施しています。
　上ノ国町社会福祉協議会では、町から委託を受け、今年４月から来
年３月までの間、単身者や夫婦世帯を調査員が訪問し、生活状況や健
康チェック表の事項などの聞き取り調査を実施します。
　対象者には、事前に電話などで訪問日の調整をしておりますので、
ご協力をお願いします。
■お問い合わせ　上ノ国町社会福祉協議会　☎５５-４０１６
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